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議
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員
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鹿
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博
君
提
出
国
家
公
務
員
に
対
し
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風
し
ん
の
抗
体
検
査
を
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施
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
国
家
公
務
員
に
対
し
て
風
し
ん
の
抗
体
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
対
象
年
齢
の
職
員
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
元
年
度
に
お

い
て
市
区
町
村
か
ら
風
し
ん
の
抗
体
検
査
及
び
定
期
の
予
防
接
種
に
係
る
ク
ー
ポ
ン
券
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
は
昭

和
四
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
男
性
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
三
十
一

年
一
月
十
五
日
時
点
に
お
い
て
在
職
し
て
い
た
国
の
一
般
職
の
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
同
年
四
月
一
日
時
点
に
お
い
て
四
十

歳
か
ら
四
十
七
歳
ま
で
で
あ
る
者
（
同
年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
者
等
を
含
み
、
在
外
公

館
に
勤
務
し
て
い
る
者
、
休
職
中
の
者
、
育
児
休
業
を
し
て
い
る
者
等
を
除
く
。
以
下
「
対
象
年
齢
職
員
」
と
い
う
。
）
の

府
省
等
別
の
男
性
の
人
数
は
、
会
計
検
査
院
百
八
十
六
人
、
内
閣
官
房
二
百
七
十
七
人
、
内
閣
法
制
局
二
十
三
人
、
人
事
院

八
十
七
人
、
内
閣
府
本
府
五
百
二
人
、
宮
内
庁
百
五
十
六
人
、
公
正
取
引
委
員
会
百
七
十
二
人
、
警
察
庁
二
千
二
百
四
十
四

人
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
十
九
人
、
金
融
庁
二
百
七
十
四
人
、
消
費
者
庁
四
十
九
人
、
復
興
庁
五
十
五
人
、
総
務
省
六
百

七
十
人
、
法
務
省
九
千
七
百
四
十
一
人
、
外
務
省
三
百
六
十
二
人
、
財
務
省
一
万
九
百
九
十
六
人
、
文
部
科
学
省
四
百
九
十



 

２ 

 

五
人
、
厚
生
労
働
省
五
千
三
百
五
十
二
人
、
農
林
水
産
省
三
千
四
百
八
十
九
人
、
経
済
産
業
省
千
二
百
八
十
七
人
、
国
土
交

通
省
一
万
二
千
六
百
九
十
一
人
、
環
境
省
二
百
八
十
八
人
、
原
子
力
規
制
委
員
会
百
六
十
七
人
及
び
防
衛
省
六
人
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

対
象
年
齢
職
員
の
う
ち
、
御
指
摘
の
「
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
て
い
る
な
ど
抗
体
を
保
有
し
て
い
る
職
員
の
割
合
」
に

つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
人
事
院
に
対
し
て
、
「
職
場
に
お
け
る
風
し
ん
の
追
加
的
対
策
に
つ
い
て
」

（
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
付
け
健
健
発
〇
二
〇
一
第
三
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
健
康
課
長
・
健
感
発
〇
二
〇
一
第
一
号
厚

生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
連
名
通
知
）
に
お
い
て
、
市
区
町
村
事
業
に
よ
る
風
し
ん
の
抗
体
検
査
の
受
検
機
会
拡

大
の
観
点
か
ら
、
対
象
男
性
職
員
が
定
期
の
健
康
診
断
等
と
同
一
機
会
に
市
区
町
村
事
業
等
に
よ
る
風
し
ん
の
抗
体
検
査
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
、
対
象
男
性
職
員
に
対
し
抗
体
検
査
の
受
検
に
つ
い
て
周
知
・
勧
奨
を
行
う
こ

と
、
対
象
男
性
職
員
が
風
し
ん
の
抗
体
検
査
及
び
定
期
の
予
防
接
種
を
受
け
る
た
め
に
医
療
機
関
等
の
受
診
を
希
望
し
た
場

合
は
最
大
限
配
慮
す
る
こ
と
等
の
周
知
を
要
請
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
人
事
院
か
ら
各
府
省
に
対
し
て
、
「
職
場
に
お
け
る



 

３ 

 

風
し
ん
の
追
加
的
対
策
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
三
十
一
年
二
月
四
日
付
け
職
職
―
二
六
人
事
院
事
務
総
局
職
員
福
祉

局
職
員
福
祉
課
長
通
知
）
に
お
い
て
、
当
該
内
容
を
周
知
し
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
各
府
省
に
お
い
て
適
切
に
対
応
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


